
7.　景観審議会資料の作成



7. 景観審議会資料作成 

   本業務で実施した事後評価が妥当であるかを確認するために、長崎市の附属機関である「長崎市景

観審議会」の審議に諮るための資料作成を実施した。表 7.1 に景観審議会の概要を示し、次ページに

景観審議会の議事録、その後に景観審議会に使用したスライド資料を掲載する。 

 

表 7.1 長崎市景観審議会の概要（第 13 回・令和 6 年度第 2 回） 

項 目 内 容 

実施日時 令和 7 年 3 月 11 日（火）14：00～15：15 

実施場所 長崎市役所 11 階中会議室（長崎市魚の町 4-1） 

出席者数 審議委員 10 名、事務局 6 名（発注者側 5 名、受注者側 1 名） 

審議会の 

内容 

事務局側から本業務による事後評価の結果を報告したあとで、

意見聴取、質疑を実施。 

 

   審議会では、本業務に係る意見聴取が行われ、次のような意見が取り上げられた。 

  

 ・事後評価の結果は何らかの形で公表するのか。 

 ・公表の方法は審議会資料の形になるのか、別途文書によるのか。 

 ・アンケートがどのようにして取られているのかがわかりにくい。 

 ・この事業で整備されていないところでも、同様の整備を行う予定はあるか。 

 

審議会で取り上げられた質問の回答は以下の通りとし、本業務に関する項目については、本報

告書に反映させる。 

 

・アンケート手法と事後評価の手法については、わかりやすい資料を作成すること。 

・国に報告する様式とは別に、長崎市独自の形式で事後評価の結果を公表すること。 

・主要な箇所の景観整備については既に完了している。今後は、整備した景観を維持管理する方

向に転換する。 
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 業 務 打 合 せ 簿 

業 務 名 
 第 02065001 号  

 景観まちづくり刷新支援事業事後評価業務委託 

第 - 回 2 葉の内 1  

打合せ日時 

場   所 

・日 時 令和 7年 3月 11 日（火）14：00～15：15 

・場 所 長崎市役所 11階 中会議室 

打合せ方式 ■会 議  □現 地  □電 話  □FAX 

出席者 
別紙（資料①）参照 

審議委員 10 名、事務局 5名、受注者 1 名 

議 題 及 び 問 題 点 処 理 又 は 回 答 

令和６年度第２回 長崎市景観審議会の議事 

・事務局より開会あいさつ ・委員 13名中 10 名が出席。定足数を満たしているため、

  本審議会は成立する。 

・事務局から「景観まちづくり刷新  

 支援事業事後評価業務」について  

 説明（資料③参照）  

  

・説明後、意見聴取  

・前回調査を実施した平成 30年度 ・景観まちづくり刷新支援事業が開始したのが平成 30 年度

は既に事業を実施中では。  であった。イレギュラーな形での事業開始だった。 

・アンケートの内容はどのように考 ・国が策定した費用便益分析のマニュアルに沿って作成し

 えたのか  た。 

・旅行費用法（TCM）で用いた観光客 ・令和 2 年度にコロナ禍によって観光需要が減少したこと

 の増加率は前回調査時との比較で  が大きく影響している中で、直近の増加率を採用した。

 はないのか。また、景観に関係す ・アンケートは夜景スポットとして著名な稲佐山展望台で

 るところで実施したのか。  も行っている。 

・前回の調査で算出された B/C＝7.87 ・前回の算出結果を踏まえて、今回は安全側に便益の算出

 は適切な値であるか。他都市の事例  を行っている。 

 があればご教示してほしい。 ・今回の事後評価では、水戸市が先行して事後評価を実施

  しており、B/Cは 9 を算出している。 

・アンケートの調査時期について伺 ・前回は平成 30 年 10 月頃に実施している。今回は令和 6 

 いたい  年 10 月～12月にかけて実施しており、季節による影響 

  は小さいと考える。 

・アンケートの対象者数は適切か。 ・アンケートの回収率は 20～30％であることが多く、有効

  回答数を確保する観点から、2,000 人を対象にするのは 

  適切であると考える。 

  

（備考）1．本表は 2 部作成し（複写）、各 1 部保管する。 

    2．指示・協議は工事打合せ簿で処理する。 
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 業 務 打 合 せ 簿 

業 務 名 
 第 02065001 号  

 景観まちづくり刷新支援事業事後評価業務委託 

第 - 回 2 葉の内 2  

打合せ日時 

場   所 

・日 時 令和 7年 3月 11 日（火）14：00～15：15 

・場 所 長崎市役所 11階 中会議室 

打合せ方式 ■会 議  □現 地  □電 話  □FAX 

出席者 
別紙（資料①）参照 

審議委員 10 名、事務局 5名、受注者 1 名 

議 題 及 び 問 題 点 処 理 又 は 回 答 

令和６年度第２回 長崎市景観審議会の議事 

意見聴取の続き  

・調査結果を公表するかどうかにつ ・国交省と長崎市のホームページに調査結果を公表する 

 いて伺いたい。  予定である。 

・公表の方法は本審議会で使用する ・国交省には専用の様式で報告する予定である。 

 スライドの形になるか、文書にな  

 るかを確認したい。  

・公表する場合、アンケート調査の ・長崎市のホームページに公表する場合は、わかりやすく、

 方法が見える形にしてほしい  かみ砕いた表現で資料を作成する。 

・本事業で整備した箇所以外に、今 ・主要な箇所の景観整備については、概ね完了している。

 後整備する箇所はあるか。  今後は整備した景観の維持管理に集中していく。 

  

意見聴取終了  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（備考）1．本表は 2 部作成し（複写）、各 1 部保管する。 

    2．指示・協議は工事打合せ簿で処理する。 
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